
「健康保険の資格情報」の取扱いについて

〇 保険者から交付された次のいずれかの書類等を提出していただく

と手続がスムーズです。

・「資格情報のお知らせ」は再発行ができますので、加入されている保険者にお問い合わ

せください。

（裏面に続く）

・資格確認書

・資格情報のお知らせ

・マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの

資格確認書（カード型）の例 資格確認書（はがき型）の例 資格情報のお知らせの例

※ 上記の書類等がない場合



〇 よくある質問

Q１ 上記の書類がない場合等、マイナンバーカード（マイナ保険証）で確認はしてもらえる

の？

A１ マイナンバーカードか、個人番号通知書と身分証明書を提示いただければ、本市のシス

テムを通じ、加入保険の資格情報確認は可能です。ただし、窓口では確認に時間を要しま

すので、予め御了承ください。

なお、保険者の事務の遅延等により、確認ができない場合は、上記の書類等の提出を

お願いする場合がございます。

Q２ 誰の資格確認書や資格情報のお知らせ等を準備すればいいの？

A２ お子さんの名前が記載されたお知らせが必要です。

なお、不備等があった場合、申請書類の再確認や、再度来所をお願いする場合があり

ますので、予め御了承ください。

御不明点等がございましたら、子ども家庭支援課分室子ども医療担当に お問い合わせく
ださい。

＜本事業に関するお問合せ先＞

京都市子ども家庭支援課分室

電話：０７５－２２２－３７７７
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